
 

情報セキュリティ等に係る要件及び秘密保持に関する特記条項 

 

（情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順の遵守） 

第１条 受託者（以下、「乙」という）は、本契約に基づく業務（以下、「本業務」という）の遂

行にあたり、江東区（以下、「甲」という）の定める情報セキュリティポリシー及び情報セキ

ュリティ実施手順を遵守しなければならない。 

（責任体制の整備） 

第２条 乙は、本業務の遂行にあたり、ISMS（ISO/IEC 27001）等の認証取得等、情報セキュリ

ティにおける責任体制を構築し、その体制を維持しなくてはならない。 

（作業責任者及び作業従事者の特定） 

第３条 乙は、本業務における情報セキュリティの管理に関する責任者（以下「作業責任者」と

いう。）を選任し、氏名・役職・連絡先を業務の着手前に甲に報告しなければならない。 

２ 乙は本業務に従事する作業従事者を定め、氏名・所属を業務の着手前に甲に報告しなければ

ならない。 

３ 乙は、甲に報告した作業従事者を変更する場合は、その旨を甲に報告しなければならない。 

（作業場所の指定） 

第４条 乙は、甲の事務所以外で本業務を遂行する場合は、情報セキュリティ上の管理対策が講

じられている区域（以下、「要管理対策区域」という）にて作業を実施しなくてはならない。 

２ 乙は、本業務を甲の事務所内で遂行をする場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、身

分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。 

（情報漏えい防止のための技術的安全管理措置に関する取り決め） 

第５条 乙は、本業務の遂行にあたり、個人情報、その他の機密情報の漏えい、滅失、不正アク

セス等を防止するための技術的安全管理措置を講じなければならない。 

２ 乙は、乙指定作業場所で業務を遂行するにあたり、情報資産の盗難・紛失防止対策を講じな

くてはならない。 

（アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法） 

第６条 甲は、乙が本業務の遂行に必要とする情報の種類・範囲を明示し、乙は定められた情報

以外の情報へアクセスしてはならない。また、定められた情報以外の情報を利用してはならな

い。 

２ 乙は、本業務の遂行にあたり必要とする情報にアクセスする場合、甲が指定する方法でアク

セスしなくてはならない。 

（教育の実施） 

第７条 乙は、情報セキュリティに関する必要な教育を、作業従事者全員に対して実施しなけれ

ばならない。 

（提供された情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第８条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、本業務に係る情報を当該業務以外の目的に

利用し、又は第三者に提供してはならない。 



（守秘義務） 

第９条 乙は、本業務の履行を通じて直接又は間接に知り得た事項を第三者に漏らしてはならな

い。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 

２ 本業務における守秘義務は、甲に報告した作業責任者及び作業従事者を対象とする。 

（再委託） 

第１０条 乙は、本契約業務の全部の委託をしてはならない。乙は、甲の許諾を得た場合に限り、

本契約業務の一部の委託をすることができる。 

（情報資産の返還、消去、廃棄等） 

第１１条 乙は、本業務の契約期間満了後、本業務において利用する情報資産について、甲の指

定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施し、甲に報告しなければならない。 

（定期報告及び緊急時報告義務） 

第１２条 乙は、甲から、本業務における情報セキュリティ対策の履行状況について報告を求め

られた場合は、直ちに報告しなければならない。また、乙は、本業務に関する定期報告及び緊

急時報告の手順を定めなければならない。 

（監査又は検査） 

第１３条 甲は、本業務における情報セキュリティ対策について、本契約の規定に基づき必要な

措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検

査を行うことができる。 

（インシデント発生時の公表） 

第１４条 乙は、本業務に関し情報セキュリティインシデントが発生した場合は、その事故の発

生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して報告し、甲の指示に従わなければならな

い。 

２ 甲は、本業務に関し情報セキュリティに関する事故が発生した場合は、必要に応じて当該

事故に関する情報を公表することができる。 

（損害賠償） 

第１５条 乙の故意又は過失を問わず、乙が情報セキュリティポリシーを遵守しなかったことに

より甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければなら

ない。 

 


